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「後見人等の適切な報酬の算定に向けた検討と申立費用・報酬の助成制

度の推進等については、併せて検討される必要がある」とあるが、私た

ちが担う地域においては、申立費用・報酬の助成制度を、首長申立てに

限定している自治体があり、予算の範囲内でしか助成等されない現状が

ある。国から繰り返し通知等が行われても結果として、予算措置されず

改善されない。 

「後見人等の報酬のあり方は、後見人等が選任される際に期待された

役割を後見人等がどのように果たしたかという評価の問題」とあるが、

これは、その前提として、本人に十分な財産がある場合や自治体が申立

費用・報酬の助成制度を予算措置している場合に限られる。 

そのため、「全国どの地域においても、本人の所得や資産の多寡にか

かわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにすることが重要であ

る」とあるが、各自治体の運用に関わらずに申立費用・報酬の助成制度

が一律であることが、「後見人等の適切な報酬の算定」具現化すること

の基盤である。 

その基盤を整備せずに、「後見人等の適切な報酬の算定」を検討した

ところで、結果としては、自治体の予算の範囲内に留まることが想定さ

れる。例示されているような専門性を発揮したとしても、評価されない

こととなる。 

繰り返しになるが、「後見人等の適切な報酬の算定」のためには、

本人に十分な財産がある場合や自治体が申立費用・報酬の助成制度を予

算措置している場合に限られる。 

 「後見人等の適切な報酬の算定」と合わせて、「本人の所得や資産の

多寡にかかわらず、成年後見制度を適切に利用できるようにする」ため

には、申立費用・報酬の助成制度を法制度化し、自治体が適切に予算化

するよう、本計画（案）に明記することを求める。 
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